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田辺市農業委員会議事録 

令和６年３月８日（金）午後２時 田辺市文化交流センターたなべる ２階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１９名 

１番 山崎 清弘  ２番 田中 輝勇  ３番 鈴木 一弘  ４番  中嶋 正行 

 ５番 福嶋 隆  ６番 更井 寛司  ７番 谷本 喜久  ８番 谷口 浩司 

９番 坂本 隆英 １０番 瀧川 裕司  １１番 岡 潔  １２番 玉置 伸  

１３番 上森 力  １４番 山本 敏夫 １５番 高田 幸安 １６番 川井 洋之  

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 平男 １９番 峯園 五郎 

欠席者                     

事務局 局長 岡内伸午 農地係長 松平忠敏 事務員 近藤祐斗 

会議録署名委員 ６番 更井 寛司 １９番 峯園 五郎 

     

議    長   皆さんこんにちは、寒さ、暑さも彼岸までという風に言われておりまして、

昔はこうした季節感があったように思うんですけども、この頃は寒くなっ

たり、暑くなったりということで、体調の管理も大変だと思います。今年

の梅なんですけども、年末にちょっとつぼみが膨らんできたなあという感

じの時に見て回ったんですけど、例年よりもちょっとつぼみの数は少ない

けどまあまあかなと、その時は思ったんです。それから、花が咲いて、散

ったときに、本来だったら、がくは落ちないんですけど、花が散るのと一

緒にがくが落ちてしまって、だいぶ少ないな、とそのときに思いました。

３日、４日経って、１回目の梅の消毒をしたんですけども、その時に畑の

全部の枝を見たら、生ってないところが多いんです。これは大変やなとい

うことで、近所の方とかにいろいろ話を聞くと、かなり少ないという感じ

で、まあ、小粒南高とか、小梅とかはあんまりないんで分からないんです

けども、南高はかなり、毎年うまく生ってる木でも、本当に全くないとか、

数少ない、ぽつぽつとしかない状態で、私の家に限って言えば、例年にな

い大凶作というようなことで、このことが、温暖化の影響なのかもしれま

せんけども、２月、３月頃、風も強風が吹く、あるいは、受粉も、低温が

続いたんで、受粉ができてないんかなあとか、いろいろ考えておるんです

けども、そのことが、他の作物に影響がないように祈るばかりでございま

す。今日の委員会の審議終了後に、皆さん方に事前にお渡ししております、

地域計画の説明文、アンケートの様式について、何回か事務局と調整をし

ました。終了後に時間を設けますので、その時にご意見を賜りたいと思い

ます。それで、ある程度決まれば、その方向で次の段階へ進んでいきたい、

この様に思っておりますので、よろしくお願いします。それでは最初に、

農用地利用集積計画の合意解約の報告と、田辺市農業経営基盤強化の促進

に関する基本的な構想による利用権の設定及び変更について、並びに所有

権移転についての申出がありますので、併せて事務局から説明をお願いし

ます。 

農振課 山﨑   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑、５９４㎡、他１筆、合計１，３１９㎡、
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貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の合意解約を

した日は令和６年２月１５日です。２番、○○○字○○○○、畑、２４２

㎡、他２筆、合計１，４７４㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、

○○○○、賃貸借の合意解約をした日は令和６年２月１９日です。３番、

○○○字○○○○、田、８７６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は令和６年２月１３日です。

続きまして、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による

利用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、

田、１，５５４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、使用貸借の水稲、期間は令和６年４月１日から令和９年３月３１日の

更新です。２番、○○○字○○○○、田、１，０７４㎡、貸し手は○○○、

○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間１８，０００

円、口座払い、期間は令和６年４月１日から令和９年３月３１日の新規で

す。３番、○○○字○○○○、畑、１，２３４㎡、他２筆、合計５，１４

４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の

梅、全体で年間３０，０００円、持参払い、期間は令和６年４月１日から

令和１１年３月３１日の新規です。４番、○○○字○○○○、畑、１，３

７７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借

の梅、年間１０，０００円、持参払い、期間は令和６年４月１日から令和

１１年３月３１日の新規です。５番、○○○字○○○○、畑、３，７９１

㎡、他３筆、合計６，５３４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、賃貸借の梅・中晩柑、全体で年間８０，０００円、持参

払い、期間は令和６年４月１日から令和１１年３月３１日の更新です。６

番、○○○字○○○○、畑、６７３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１０，０００円、持参払い、期

間は令和６年４月１日から令和１１年３月３１日の更新です。７番、○○

○字○○○○、畑、１，３００㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は

○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年４月１日から令和１６

年３月３１日の更新です。８番、○○○字○○○○、畑、４，９６７㎡、

他１筆、合計５，６１９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年４月１日から令和９年３月３１

日の更新です。９番、○○○字○○○○、畑、９９６㎡、他１筆、合計２，

３１６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸

借の梅、○○○○が年間２０，０００円、○○○○が年間５０，０００円、

持参払い、期間は令和６年４月１日から令和９年３月３１日の更新です。

１０番、○○○字○○○○、畑、８３７㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年４月１日から

令和９年３月３１日の更新です。１１番、○○○字○○○○、畑、９２２

㎡、他３筆、合計４，８０６㎡、貸し手は○○○、○○○○（持分２分の

１）、○○○、○○○○（持分２分の１）、借り手は○○○、○○○○、賃

貸借の梅、年間１００，０００円、持参払い、期間は令和６年４月１日か

ら令和１１年３月３１日の更新です。１２番、○○○字○○○○、田、７
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０５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借

の梅、年間３０，０００円、持参払い、期間は令和６年４月１日から令和

９年３月３１日の更新です。１３番、○○○字○○○○、畑、１，４８７

㎡、他１筆、合計２，０５３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は令和６年４月１日から令和９

年３月３１日の更新です。１４番、○○○字○○○○、畑、６７４㎡、他

４筆、合計２，７０６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、使用貸借のさつまいも、期間は令和６年４月１日から令和１２

年３月３１日の更新です。１５番、○○○字○○○○、田、４８８㎡、他

１筆、合計９６９㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○

○○、使用貸借の水稲、期間は令和６年４月１日から令和１６年３月３１

日の更新です。１６番、○○○字○○○○、田、７４３㎡、他１筆、合計

１，１１８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、期間は令和６年４月１日から令和１６年３月３１日の更

新です。１７番、○○○字○○○○、田、７３０㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は令和６年４

月１日から令和１６年３月３１日の更新です。１８番、○○○字○○○○、

畑、６，９４２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○

○、使用貸借の梅、期間は令和６年４月１日から令和１１年３月３１日の

更新です。１９番、○○○字○○○○、畑、４３０㎡、他７筆、合計６，

８０２㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用

貸借の梅、期間は令和６年４月１日から令和１１年３月３１日の更新です。

２０番、○○○字○○○○、畑、１，７６８㎡、他４筆、合計２，９４３

㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の

梅、期間は令和６年４月１日から令和１０年９月３０日の新規です。２１

番、○○○字○○○○、畑、８４６㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年４月１日から令和

１０年９月３０日の新規です。２２番、○○○字○○○○、畑、４９５㎡、

他１筆、合計９５７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○

○○○、使用貸借の梅・花木、期間は令和６年４月１日から令和１６年１

月３１日の新規です。２３番、○○○字○○○○、畑、８０８㎡、貸し手

は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日の新規です。合計２３件、５

２筆、５８，８１３㎡、貸し手２２名、借り手１４名です。続きまして利

用権の変更について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、

畑、８８２㎡、他４筆、合計１，８７６㎡、貸し手は○○○、○○○○、

借り手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２９年１月１日

から令和８年１２月３１日の新規でしたが、借り手が○○○○から○○○、

○○○○に変更となります。２番、○○○字○○○○、田、２，０７４㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成３０年９月１日から令和１０年８月３１日の新規でしたが、借

り手が○○○○から○○○、○○○○に変更となります。３番、○○○字
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○○○○、田、１，３１１㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○

○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は令和４年５月１日から令和１４年

４月３０日の新規でしたが、借り手が○○○○から○○○、○○○○に変

更となります。続きまして、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本

的な構想による所有権移転について説明させていただきます。１番、○○

○字○○○○、田、１，０３２㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、利用目的は水稲、対価は１００万円、支払方法、支払

期限は口座払い、令和６年３月２５日、所有権移転の時期は令和６年３月

２５日です。合計１件、１筆、１，０３２㎡、売り手１名、買い手１名で

す。以上、ご審議よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、合意解約についてご意見ご質問

ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   はい、それでは報告とさせていただきます。続きまして、利用権の設定に

ついて逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新であるので特に異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番、４番について、親戚の土地を預かるということで

異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。５番から７番について、更新で異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。８番から１２番について、すべて更新案件ですので異議

ございません。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新でありますので異議ございません。 

議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番から１７番について、更新ですので異議ございま

せん。 

議    長   はい、１８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これも更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、１９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これも更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２０番から２２番について、借受人の方の住所が○○○

○になっているのですが、奥さんの実家の○○○○を拠点に農業をされて

います。異議ございません。 

議    長   はい、２３番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、続いて変更の１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手の方は地域の有望な若手なので異議ございません。 

議    長   はい、変更の２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。水稲を増やしたいということです。異議ございません。 

議    長   はい、変更の３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○の方ですけども、○○○○で野菜作りをされて

いる方です。異議ございません。 

議    長   はい、以上２６件、異議なしとのことでございます。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、所有権移転

の申出について逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２月のあっせんで成立した件ですので異議ございません。 

議    長   はい、以上１件、異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で、基盤法に係る議

案は終了いたしました。山﨑君、ありがとうございました。 

         （農振課 山﨑退席） 

議    長   はい、それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、

ございません。全出席でございます。本日の会議録署名委員に、６番更井

寛司委員さん、１９番峯園五郎委員さんよろしくお願いをいたします。本

日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、議案第２号農地法第

５条申請について、議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の

証明願いについて、議案第４号農地の形状変更願について、議案第５号農

地等売渡あっせん申出について、議案第６号事業計画変更申請（農地法第

５条）について、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、報告第２

号農地法施行規則第２９条第１項第１号による届出について、報告第３号

事業計画変更申請（農地法施行規則第５３条）についてを上程させていた

だきます。それでは議案第１号農地法第３条申請について、事務局の説明

をお願いします。 

近藤 事務員   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は５９４㎡、他１筆、合計１，３１９㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。２番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５３１㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。３番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は７６１㎡、譲

渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。４番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，

１９９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与
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です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は２１９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

贈与です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現

況が畑、面積は５５５㎡、他２筆、合計１，４７４㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。７番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３０３㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。以上７件つい

て書類を審査したところ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農

地法第３条第２項の許可できない要件には該当していませんので、許可の

要件を充たしていると判断いたします。ご審議の程よろしくお願い申し上

げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番について、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番、５番について、受人の○○さん、○○さんが管理

されていたものを所有権移転するということで異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請７件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第２号

農地法第５条申請について事務局の説明をお願いします。 

松平  係長  ４ページをお願いします。議案第２号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，０４

６㎡の内６５０．０８㎡、賃貸人は○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は７７１㎡の内７７２．

０４㎡、他２筆、合計１，１４７㎡の内８３７．２５㎡、賃貸人は○○○、

○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模はモノレール基

地・モノレールルートで、Ｎｏ．４モノレール基地、４６９．９７㎡、Ｎ

ｏ．５モノレール基地、８２１．５９㎡、休憩所、６．７５㎡、工具小屋、

６．７５㎡、トイレ２棟、２．１６㎡、Ｎｏ．４モノレールルート、１８

０．１１㎡、合計１，４８７．３３㎡、着工日、工事期間は許可日より２

３ヶ月以内、農用地の内外は一時転用となっています。隣接同意は不要で

す、水利同意はございます。５７７については農用地区域内にある農地で、

○○○○、○○○○、○○○○については山林、ため池に囲まれた小集団

の農地の１つである２種農地です。 

以上１件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法
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第５条第２項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程

よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。３月６日に○○委員、事務局とともに現地調査を行いま

した。今回は、５条１件、２条１件、形状変更１件、５条の計画変更が２

件です。それでは、５条申請について説明します。申請場所は○○○○よ

り北へ約５００ｍの位置で、現況は畑です。隣接状況及び周囲への影響に

ついては、東側が畑、山林、里道、西側が山林、南側が田、山林、里道、

公衆用道路、北側が山林となっています。隣接農地の同意は全てもらって

おり、○○○○水利組合の同意ももらっております。転用理由、選定理由

は、送電容量の増加に伴い、鉄塔の増強が必要なため建て替え工事を行う

にあたり、資機材搬入のため必要になったためです。２３ヶ月間の一時転

用を行い、その後は原形復旧を行うものです。転用内容は、鉄塔建替え工

事のためのモノレール基地とモノレールルートです。盛土が１５ｃｍから

１００ｃｍ。排水等については、雨水は自然浸透とすることのことで、周

辺農地には影響はないと思われます。これについては、何ら問題ないと思

われます。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調委員の報告のとおりで、異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請１件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明を

お願いします。 

松平  係長   ５ページをお願いします。議案第３号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願についてです。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が宅地、面積は３８４㎡、申請人は○○○、○○○○、

申請地は、平成４年頃から隣接の宅地と一体的に駐車場・庭園として利用

され、現在に至っています。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。２条の案件について説明します。申請場所は○○○○よ

り北西へ約３００ｍにあり、現況は宅地です。隣接状況及び周囲への影響

については、東側が畑、公衆用道路、西側が畑、南側が畑、公衆用道路、

北側が宅地となっています。非農地となった経緯、理由について、申請地

は、平成４年頃から隣接の宅地（○○○○）と一体的に駐車場・庭園とし

て利用され現在に至っていますということです。近隣住民及び地元農業委

員の証明もあり問題ないと思われます。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査の代表委員の説明通りで、異議ございません。 
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議    長   議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願１件、異議な

しとのことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号

農地の形状変更願について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ６ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は７２２㎡、

申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土して梅・野菜畑に変更したい。

着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、隣接同意、水利同意はござ

います。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。議案第４号農地の形状変更願について報告を行います。

申請場所は○○○○より南東へ約５００ｍにあり、現況は田です。これに

６０ｃｍの盛土を行い、梅、野菜を栽培する計画です。隣接状況及び周囲

への影響については、周辺は東側、西側、北側はすべて農地、南側は農道

と農地となっています。隣接同意は全てもらっており、○○○○水利組合

の同意ももらっております。排水等については、雨水は自然浸透とすると

のことで、問題ないと思われます。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調委員の説明のとおりで異議ございません。 

議    長   はい、議案第４号農地の形状変更願１件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号農地

等売渡あっせん申出について、事務局からの説明をお願いします。 

松平  係長   ７ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は２，６７５㎡、他１筆、合計２，７８２㎡、

作物はみかん、１０アール当たりの収穫量は４，５００㎏、希望価格は○

○○○が２５０万円、○○○○が２０万円、所有者は○○○、○○○○で

す。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は５，１１５㎡、他１筆、合計６，６７１㎡、作物はみかん、１０ア

ール当たりの収穫量は６００㎏、希望価格は４５０万円、所有者は○○○、

○○○○です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、

現況が畑、面積は１５３㎡、他１筆、合計２，４５３㎡、作物は梅、１０

アール当たりの収穫量は６００㎏、希望価格は３６７万９，０００円、所

有者は○○○、○○○○です。以上３件、ご審議の程よろしくお願いしま

す。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、地元委員さんの状況説明をお願

いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番についてですけども、２筆になっていますが、隣接

していますので、１筆として使えるような畑です。所有者の○○さんは、
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子供さんはいますが、後継者がいません。そういうことで手放したいとい

うことです。畑の状況ですけども、モノラックがついています。傾斜の緩

やかな段々畑で、北西向け、市道沿いです。現在みかんを作っております

が、１０アール当たり４．５トンということで、樹齢も古いんですけども、

収量はかなりあるようです。手入れは行き届いております。次に、２番目

の○○○○の件ですけども、この２筆は道路を挟んで隣接しているという

状況です。スプリンクラー、モノラック、両方ともございます。農地の状

況ですけども、扇形で上に行くほど広くなっているような形で、緩い状態

です。畑の状態からすれば、かなり、耕作しやすい状態です。南向きの畑

でございます。以上です。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番の○○○○の畑ですけども、○○さんは１３年前に

旦那さんを亡くして、息子さんはおるんですけども、他へ勤めておりまし

て、農業はしないということで、本人さんも畑はこれだけなので、農業を

終わりたいということで、あっせんの申出がありました。園地の場所は、

○○○○の線路を挟んだ少し急な坂の途中です。坂の途中なんですが、園

地は平地なんで日当たりは良好です。植わっている梅については、約３０

年ということです。よく手入れはされております。そういったことで、収

量は反当り６００㎏よりももう少しとれるのではないかと思います。以上

です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは議案第５号農地等売渡あっせん申

出３件につきまして、あっせんすることにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   ないようですのであっせんすることに致します。それではあっせん委員さ

んを私の方から指名させてもらってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは１番、２番は○○○○の案件ですので、地元の○○委員さん、○

○委員さん、○○委員さんの３名にお願いします。３番は○○○○の案件

ですので、地元の○○委員さん、○○委員さん、隣接の○○委員さんの３

名にお願いします。以上、あっせんについて、委員さん方大変ご苦労です

が、よろしくお願いします。続きまして、議案第６号事業計画変更申請（農

地法第５条）について事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ８ページをお願いします。議案第６号事業計画変更申請（農地法第５条）

についてです。この件は令和５年６月に県から許可が下りた○○○○です。

１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積

は４９５㎡、他３筆、合計１，３３５㎡、当初計画は賃借人○○○、○○

○○、事業内容はモノレール基地・事務所３９．０２㎡、会議室４０．１

５㎡、トイレ２棟２．７０㎡、資材置場・駐車場１，２５３．１３㎡合計

１，３３５㎡、工事期間は令和５年８月１日から令和６年３月３１日まで

です。変更後の計画は賃借人○○○、○○○○、事業内容の変更はござい

ません、工事期間を当初の令和６年３月３１日から令和６年７月３１日ま

で延長し、また、○○○○の組織変更に伴い、賃借人の変更を行うもので
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す。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、

面積は６２１㎡の内９３．３１㎡、当初計画は賃借人○○○、○○○○、

事業内容は資機材搬入路９３．３１㎡、工事期間は令和５年８月１日から

令和６年３月３１日までです。変更後の計画は賃借人○○○、○○○○、

事業内容の変更はございません、工事期間を当初の令和６年３月３１日か

ら令和６年７月３１日まで延長し、また、○○○○の組織変更に伴い、賃

借人の変更を行うものです。以上２件、ご審議よろしくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。議案第６号事業計画変更申請（農地法第５条）について

報告を行います。令和５年６月に、モノレール基地として転用許可を受け

た後、工事に取り掛かりましたが、工事を進めていく中で、鉄塔を新設す

る箇所の地盤が想定以上に強固であり、工程の遅れが生じてきているため、

工事期間を当初の８ヶ月から１２ヶ月に、また、○○○○の組織変更に伴

い、賃借人の変更を行うものであり、計画変更を行うことを認めるのが適

当と思われます。２番についても同様であります。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調委員の報告のとおりで異議ございません。 

議    長   はい、議案第６号事業計画変更申請（農地法第５条）２件、異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、報告第１号農地

等売渡あっせん成立について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   １０ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１，１４７㎡、他１筆、合計７，４９８㎡、

売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○○○、成立日は令和６

年２月１４日、価格は５００万円です。あっせん委員は○○○○委員、○

○○○委員、○○○○委員です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それではあっせんの顛末について報告をお

願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２月１４日に売渡人の○○さん宅にて、私を含めた委員

３人と、買受人の○○さんとであっせんが成立いたしました。２筆で５０

０万円です。○○さんは若く３８歳でございます。両親も健在で農業に従

事しておられますし、おじいさん、おばあさんも今のところ農業に従事し

ておられ、仕事が回る状況です。○○さんは大変熱心な方ですので、これ

からいい梅畑にしてくれると思います。以上でございます。 

議    長   はい、ありがとうございます。委員さんご苦労様でした。只今の報告につ

いて、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので農地等売渡あっせん成立の報告とさせていただきます。  

続きまして、報告第２号農地法施行規制第２９条第１項第１号による届出

について、事務局の説明をお願いします。 
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松平  係長   １１ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は７０４㎡の内１２７．１５㎡、届出人は○

○○、○○○○、使用目的及び規模は農業用倉庫３４．０４㎡、転用面積

１２７．１５㎡です。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。ただいまの報告について、ご意見、ご質問

ございませんか。    

         （なしの声あり。） 

議    長   はい、ないようでございますので報告とさせていただきます。続きまして、

報告第３号事業計画変更申請（農地法施行規則第５３条）について、事務

局の説明をお願いします。 

松平  係長   １２ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は６８１㎡の内３５６．５３㎡、他１

筆、合計６，８６５㎡の内４６６．５７㎡、当初計画は賃借人○○○、○

○○○、事業内容は運搬路３５６．５３㎡、鉄塔工事用地１１０．０４㎡、

合計４６６．５７㎡、工事期間は令和５年８月１日から令和６年３月３１

日までです。変更後の計画は賃借人○○○、○○○○、事業内容の変更は

ございません。工事期間を当初の令和６年３月３１日から令和６年６月３

０日まで延長し、また、○○○○の組織変更に伴い、賃借人の変更を行う

ものです。工事期間を変更する理由につきましては、協議終了後、工事を

進めていく中で、鉄塔を新設する箇所の地盤が想定以上に強固であり、工

程の遅れが生じてきているためです。以上１件、ご報告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。ただいまの報告について、ご意見、ご質問

ございませんか。    

         （なしの声あり。） 

議    長   はい、ないようでございますので報告とさせていただきます。それではそ

の他の案件でございます。２月の県の農業会議に提出致しました５条申請

１件が無事答申されましたことご報告申し上げます。予定しておりました

案件すべて終了しました。ここで、以前、お渡ししている地域計画の資料

について、ご意見を賜りたいと思います。 

（説明文の内容やアンケート用紙の内容について説明） 

議    長   それでは、説明文や様式についてはご理解を得られたということで、今後

の進め方については、まだ検討の余地がありますので、地域計画について

は以上とします。それから、能登半島地震の義援金について、皆さん方ご

協力ありがとうございました。３月末までに送金をしたいと考えておりま

す。他に何かございませんか。無ければ、これで閉会といたします。長時

間に亘り慎重にご審議いただきまして有難うございました。 

 

午後４時１８分終了 


